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令和６年度鳥取県教育職員免許法認定講習（幼稚園教諭普通免許状取得認定講習）の実施結果について 

 

令和６年１１月２０日 

小 中 学 校 課 

 

 幼稚園教諭二種免許状を一種免許状に上進するための免許法認定講習を実施しましたので、報告します。 

 

１ 経緯 

  一般社団法人鳥取県私立学校協会より、県内の幼稚園及び幼保連携型認定こども園で勤務する幼稚園

教諭及び保育教諭は二種免許状所有者が多いことや、国においても幼稚園教諭免許状の上進を推進して

いることを鑑み、本県においても免許法認定講習を開設するよう要望があり、実施した。 

【幼稚園教諭及び保育教諭が所有する普通免許状の状況等（令和５年３月私立学校協会調査）】 

  ・教員数：５８９人（一種免許：１０７人、二種免許：４８１人） 

・二種免許のうち受講希望数：１４５人 

 

２ 概要 

（１）目的 

教育職員免許法（以下「免許法」という。）及び同法施行規則の規定に基づき、幼稚園、幼保連携型

認定子ども園等の教育職員に対し、幼稚園教諭普通免許状（一種）を取得するために必要な単位を修

得する機会を拡大することにより、教員の指導力向上やキャリアアップを図り、幼児教育の質を支え

る人材の確保とその資質向上を図ることを目的とする。 

（２）開設科目及び日程等 

令和６年度は、鳥取大学の指導のもと、５講座（５単位）の講習を開設した。２年間で上進に必要

な単位（１０単位）を修得できるよう講座を開設する予定。 

講座名 開催日 講師 定員 
修得できる

単位 
会場 

幼児と環境 
８月２４日（土） 

～２５日（日） 

鳥取大学 

教授 塩野谷 斉 
３０ １ 

エースパック

未来中心 

保育内容（人間関係）の

指導法 

９月 ７日（土） 

～ ８日（日） 

鳥取大学 

講師 福山 寛志 
３０ １ 

学習社会論 
９月１４日（土） 

～１５日（日） 

鳥取大学 

准教授 大谷 直史 
３０ １ 

幼児の理解と発達相談 
９月２８日（土） 

～２９日（日） 

鳥取大学 

講師 福山 寛志 
３０ １ 

生涯学習論 
１０月２６日（土） 

～２７日（日） 

鳥取大学 

准教授 大谷 直史 
３０ １ 

（３）受講対象者 

   幼稚園教諭二種免許状を所有する現職の幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務

教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の教員（注）で、免許法別表第３により幼稚園

教諭一種免許状の取得を希望する者。 

（注）免許法第２条第１項に定める教員及び施行規則第６８条に定める園長（校長）、副園長（副校長）、

教頭、主幹教諭（幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。）、指導教諭、

主幹保育教諭、指導保育教諭をいう。なお、勤務経験が１２年以上あることが望ましい。 

※ 研修期間中・産休中・育児休業中等である場合は受講することができない。 

※ 鳥取県内の申込者を優先し、定員に空きがある場合には、鳥取県以外の申込者も受講を認める。 

（４）受講料 

   １講座あたり２，０００円 
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（５）単位の認定方法 

   受講科目について、講義時間数の５分の４以上出席し、試験又はレポートによる成績審査に合格し

た者に単位修得証明書を授与する。 

（６）受講者数及び単位修得者数 

講座名 定員 申込者数 受講者数 単位修得者数 

幼児と環境 ３０ １０ ９ ９ 

保育内容（人間関係）の指導法 ３０ １４ １２ １２ 

学習社会論 ３０ １３ １０ １０ 

幼児の理解と発達相談 ３０ １０ ８ ８ 

生涯学習論 ３０ １７ １３ １３ 

    ※申込実人数は１９名（私学：１７名（うち１名は県外）、公立：２名）。 

＜受講の様子＞ 

・各受講者は、単に免許状の上進に向けた単位修得のために受講するのではなく、自身の保育技術の

向上に向けて真剣に取り組んでいる様子がうかがえた。 

・グループワークにおいては、積極的に参加し、他園からの参加者と意見交換を行い、新たな発見を

得た様子であった。 

      

           座学の様子             ワークショップの様子 

 

３ 今後の予定 

・２年間で上進に必要な単位（１０単位）を修得できるサイクルで回していき、令和７年度も５単位取

得可能な免許法認定講習の開催を予定している。 

・令和６年度は、開催日が９月に集中したことで、参加を見送ったとの声があることから、対象となる

教員が免許上進できるよう、夏休み中の講座の開設など、関係団体と連携しながら、働きながらでも

受講しやすい環境づくりを進めていく。 
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免許法認定講習の概要等について 

 

令和６年１１月２０日 

小 中 学 校 課 

 

１ 免許法認定講習の概要 

（１）法的根拠 

   教育職員免許法別表第三備考第６号及び教育職員免許法施行規則第３４条から第４３条。 

（２）免許法認定講習を開設できる者 

  ア 開設しようとする講習の課程に相当する課程（幼稚園一種免許状取得に必要な講習を受けること

ができる課程）を有する大学 

イ 免許法に定める授与権者（都道府県教育委員会） 

ウ 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 

エ 指定都市の教育委員会 

オ 中核市の教育委員会 

（３）免許法認定講習の講師となれる者 

ア 大学の教員 

イ その他前号に準ずる者 

     ※都道府県教育委員会、指定都市の教育委員会及び中核市の教育委員会が開設する場合は、ア

が半数以上でなければならず、指導を受ける大学の意見を聞かなければならない。 

（４）単位の授与条件 

   授業時数の４／５以上出席し、開設者の行う試験、論文、報告書その他による成績審査に合格 

（５）文部科学省の認定を受けるために必要な届出 

   必要事項を記載した申請書を、講習開始１月前までに、文部科学大臣に提出。 

（６）１単位を修得するために必要な時間 

   １５時間～４５時間で開設者が定める時間 

 

２ 免許法別表第三によって幼稚園教諭二種免許状を一種に上進する方法について 

（１）短期大学卒の場合 

  最低経験年数：５年 

  修得を要する最低単位数：４５単位 ※経験年数１年あたり５単位の軽減措置あり。 

                   ※最低でも１０単位の修得が必要（最大３５単位の軽減まで） 

  単位の修得方法：大学での修得又は免許法認定講習等において修得 

（２）４年制大学卒の場合 

  最低経験年数：３年 

  取得を要する最低単位数：２５単位 ※経験年数１年あたり５単位の軽減措置あり。 

                   ※最低でも１０単位の修得が必要（最大１５単位の軽減まで） 

  単位の修得方法：大学での修得又は免許法認定講習等において修得 

 

資料１ 
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資料２
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https://www.pref.tottori.lg.jp/288392.htm 
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別紙 教育職員免許状取得の手引（抜粋）
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